
議員提出議案第３７号  
 
政治分野への男女共同参画を推進するための法整備を求める意見書 

 
 ２０１６年は、女性参政権行使から７０年の節目の年である。しかし、我が

国の女性議員の割合（２０１６年）は、参議院では２０．７％と世界平均の 

２２．８％に近づきつつあるとはいえ、衆議院の９．５％は、下院あるいは 

一院制をとる列国議会同盟（ＩＰＵ）１９３カ国中１６３位と低い順位になっ

ている。 

さらに、地方議会においても２０１５年の統一地方選挙後の女性議員の割

合は１２．１％で一割強に過ぎず、女性議員が一人もいない「女性ゼロ議会」

は、全自治体の２０．１％にも上る。 

少子・高齢社会・防災の諸問題をはじめ、食糧や環境など暮らしにかかわ

る事柄が重要な政治課題となっており、また社会のあらゆる場での女性の活躍

推進が求められている今日、政策を議論し、決定する政治の場に、今まで以上

に女性が参画することが求められている。日本でも国会議員による超党派の議

員連盟により法制化に向けての動きが具体化している。 

よって、本市議会は国に対し、国、自治体のいずれの議会においても女性

議員の増加を促し、男女が共に政策決定に参加する「政治分野への男女共同参

画推進」のための法整備を実現するよう強く求めるものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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